
 

 

 

 

令和 8年 1月 20日 

 市政記者 様 

 

プラスチックに関するごみの分別が簡単になります！ 

～2月からモデル地区で収集を実施します～ 
 

長崎市では、ゼロカーボンと地域内資源循環の促進を目的に、令和８年１０月 

から市内全域（一部４月開始地区あり）で、「プラスチック製容器包装」と「プラス 

チック製品」の廃棄物を同じ黄色の指定袋で一括して回収し、市内においてプラス

チック製品の再商品化を行います。 

これにより、ペットボトルを除くプラスチックを原料とする製品の廃棄物は、全

て同じ指定袋で回収することから、プラスチックごみの分別が簡単になります。 

また、埋立処分場の延命化も期待できます。 

令和 8 年 4 月の開始に先立ち、市民への周知、処理施設の稼働確認及び設備

調整を目的に2月からモデル事業を実施しますので、報道取材のご協力をお願い

いたします。 

※ 詳細は別添チラシをご参照ください。 

 なお、回収するプラスチック製品の例外として、ビニールひもやビデオテープなど

長さが 50ｃｍ以上のものや、まな板など長さが 5ｍｍ以上のものは設備を破損 

させる恐れがあるため、これまでと同様に「赤の燃やせるごみ」で出してください。 

 

 

モデル事業の概要   

１ 開 始 日 令和 8年2月 6日（金）開始            

２ 対象地区 神ノ島町１丁目、神ノ島町２丁目、神ノ島町３丁目、木鉢町１丁目、 

 木鉢町２丁目、小瀬戸町、西泊町、みなと坂１丁目、みなと坂２丁目 

  （50 音順） 
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